
配布を以て解禁

指名停止措置について

記 者 発 表 資 料

北陸地方整備局は、本日、神稲建設（株）（所在地 長野県飯田市）

に対して指名停止措置を行いました。

詳細は別紙のとおりです。
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新潟市中央区美咲町１丁目１番１号新潟美咲合同庁舎１号館
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総務部 契約管理官 深澤 順麿 Tel 025-370-6650 （ダイヤルイン）
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指 名 停 止 措 置 の 概 要

１．指名停止措置業者名及び住所

指名停止措置業者名 住 所

神稲建設（株） 長野県飯田市主税町１８

２．指名停止措置期間：令和４年３月２５日 ～ 令和４年４月７日（２週間）

３．指名停止措置の範囲：北陸地方整備局管内（港湾空港関係に限る）

４．事実概要

神稲建設(株)は木曽広域連合発注の木曽クリーンセンター旧炉施設の解体工事現場におい

て、安全管理不適切により作業員１名を死亡させる事故を発生させた。その後、同社及び現

場代理人が、労働安全衛生法違反の容疑で書類送検され、長野地方検察庁から公訴を提起さ

れた。

５．措置理由

上記４．については、「地方整備局（港湾空港関係）所掌の工事請負契約に係る指名停止

等の措置要領」（昭和59年３月31日付け港管第927号）別表第１第８号に該当し、これを準

用する「国土交通省所管の物品等調達契約に係る指名停止等の取扱いについて」（平成14年

10月29日付け国官会第1562号）第１条についても該当することから、指名停止措置を講ずる

ものである。

（指名停止措置要領別表第１)

措 置 要 領 期 間

１～７ 略

（安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故）

８．一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切で ２週間以上 ２ヶ月以内

あったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた

場合において、当該事故が重大であると認められるとき。


